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最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係

発行日令和5年1月10日【機密性2】
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答申番号
(令和4年度）

事案 論点

最高裁判所に対し、事件の審理・進展に係る状況について、担当書
記官等からなされた報告の内容が記されている全ての文書の開示判
断（文書の特定）

開示する司法行政文書のうち、どのような場合に謄写は認めずに閲
覧のみを認める取扱いをすることになっているかが分かる文書の不
開示判断（不存在）

文書の特定(最情）答申第25号

文言の存否(最情）答申第26号

(情)答申第27号塞蕩藥暴認尋蕾禦雰頴需基謹驍謡蔑字産鑑定士 苦情申出期間の徒過

(情)答申第28号葛繍害全農蕊甲収の令状の発付時刻を記録した文書の不開示 存否応答拒否の当否

(情)答申第29号謝零雷鯨蕊鑿髻重駕奈鱸灌雲震謹諄士が免除 存否応答拒否の当否

〆
情報公開わかるかも学校⑳

～電磁的記録の実施手数料の巻～

システムにおいて電磁的記録として保有している司法行政文書を、

文書管理上の種別である電磁的記録のまま出力することができず、
紙に印刷する形式でしか出力できないような場合、実施手数料は
どのように算定すればいいのかしら。

カモミール

Ⅱ

システムに保存されている電磁的記録（保有している司淘ﾃ政文書）を、システム
の仕様上、保存されている文書の種別である電磁的記録のまま出力することができ
ず、紙に印刷する形式でしか出力できないような場合、司法行政文書として管理さ
れている対象文書は電磁的記録であっても、実施の作業としては、印刷された紙を
スキャナによって読み取り、電磁的記録を作成することになりますので、開示の実
施のための事務における実費としては紙を基準に考えるのが相当ですね。
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よって、開示通知書上の媒体種別を「紙」とした上で、その手数料額については、
事務総長通達「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実
施の細目について」に従って算定してください。
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最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係

亀 厩､るが壱学校罰’ 開廷表等に関す

､記事だね！ /堅＝～一
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１
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’ 論点事案

裁決に対する不服申立て先を法務大臣と記載した法的根拠等を記した文書及び裁
決の取消訴訟を特定の裁判所が管轄するという法的根拠等を記した文書の不開示
判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第27号

(最情)答申第28号葛議梨灘壽の女性比率を高めるための方策について記載された文書の不開示 文書の存否

(最情)答申第29号営薙熟露藥鰯1事における女性登用の訓直目標について記載された文書 文書の存否

(情)答串第30号鑿鱸篭瀧県關毫嘉灘鰡鶏瓢職柔壽静び同取扱い等に係る最高

(情)答申第31号鯛講醐藍關嘉難曇繍鶏綴暹蘓野同取扱い等に係る霜

(情)答申第32号鑿鱸謡蕊票閏臺襄灘曇凝議暗邉蘓野同取扱い等に係る最高

文書の存否

文書の特定

文書の特定

(情）答申第33号特定月日の特定の部の開廷表に記載されている開廷情報の不開示判断（不存在） 文書の存否

情報公開わかるかも学校⑳～｢開廷表等｣の巻～

、情報公開わかるかも学校⑰では、システム内で電磁的記録として保有して
いる司法行政文書を出力するときの実施手数料に関する記事が出ていたね。
今回の答申の中にも開廷表に関するものがあるけれど、開廷表や期日指定
状況一覧等（以下「開廷表等」という。 ）が開示申出の対象となった場合、
システム内で保有している開廷表等も、開示の対象となるのカモ？

ノ
かも太郎

事件処理システム内で保有している開廷表等（電磁的記録）は、対象となる期日がいつの
ものか（過去か未来か）を問わず、司法行政事務で開廷表等を利用するまで原則として司法
行政文書に該当しません。すなわち、司法行政事務のために当該システムから紙等に出力し
たもの（紙を更に電磁的記録化したものを含む。 ）が開示の対象として考えられます。

そこで、開廷表等を司淘ﾃ政文書として保有していなければ、事件処理システムから出力

して開示対象とする必要はありません。ただし、司法行政部門での利用の実續によっては、
当該システム内の開廷表等自体が司法行政文書となる可能性は完全に否定できません。
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答申番号

(令和4年度）
事案

(最情)答申第3･号禦蕊實宗鰯建駕藍壱需霧糎弄言曼窒宗驍霧識茉籠壹記 文書の存否

(最情）答申第31号特定の事件の決定の理由が分かる文書等の不開示判断（不存在） 文書の存否

級別定数表の職名として出てくる技術員等の職務内容が分かる文書の不開示判断
文書の存否(最情）答申第32号 （不存在）

(個)答申第10号濤蛎栗蕾鶏嫉某巷臺?請求及び督促状における明細に記録された保有個人 文書の特定

(個)答申第'1号鶉菫潅鷆厭儀:垂毒茱黙認驍鰻鱈妾書誌室マﾛｾｽに 文書の特定

情報公開わかるかも学校⑳
～『情報公開講座（実践絹）』紹介の

易添、
令和5年1月に『情報公開講座（実践編） 』が出されたのよね。
どんな内容なのかしら？ 一

／ 、

子
実務に即した具体的な例題を使って、僕やおしどり先生と一緒に文書開示事
務を学ぶことができる音声付き動画資料だよ。文書開示手続の基本的な考え方

を知っていても、実際の事務にどう当てはめて考えていくかを理解するには、
例題があるとより分かりやすいよね！

カモミール

かも吉

『情報公開講座（実践編）』は、 『情報公開講座（初級編） 』を見ていただいた方や、
『情報公開ハンドブック』に記載されている情報公開に関する基本的な知識を有する方
を対象とした、文書開示に関する事務について更に理解を深めるための資料です。

司法行政文書の開示事務の実際の流れをイメージしやすくするために、開示手続の事
務の流れに沿って留意点を検討し、確認していく構成となっています。所属庁の総務課
などに聞いてみてくださいね。
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発行日令和5年3月27日【機密性2】

最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係
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論点; 伶洲年度，
答申番号

口 事案

(最情）答申第33号特定年の障害者任免状況通報書等の一部不開示の判断（文書の特定） 文書の特定

裁判所職員総合研修所入所試験の略称が日本語ではない場合の正式名称が記載
(最情）答申第34号された文書の不開示判断（不存在） 文書の存否

(情）答申第34号特定の法人が過去に提出した書面の不開示判断（特定不能） 文書の特定

(情)答申第35号欝酬嶋定の労働争議の仲裁に入った時の事件記録帳等の不開示判断(開示 司法行政文雪該当性

(情)答申第36号塵:議篭罵薑蛎零鶏崇鯛藍常勤の裁判所職員の身分を取得し 不開示情報該当性
（法5①）

参考
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ない
情報公開わかる
～参考資料紹介
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エートで公表されて凧言及
かも太郎
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発行日令和5年園月2日【機密性2】

蓉高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係
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とうじん君

論点事案

(最情)答申第'号菫塑駕瀧謬辮燕駕篭裁判所がその遺族に対して 文書の存否

｢受領書｣という文言が判決中にある裁判の判決日の警備又は清掃日報
の不開示判断(特定不能）

(情)答申第1号 文書の特定

特定の裁判所における特定年月日に警察官が臨場した際の内容及びそ
の判断が記録された特定人に係る全ての保有個人情報の一部不開示の
判断

不開示情報該

当性(個人情報

保護法78②）
ロ■■■■■■■■

(個)答申第1号

循報公開わかるかも学校⑪
_－

～申出内容の特定の巻～
、かも太郎

l
1

'rノヒ ）
のわかるかも学校だね。僕たちのこと知ってくれている方
しての方も、どうぞよろしくお願いいたします。

台和5年度1
月、はじめ言

■

ごきげんよう、かも太郎くん。わかるかも学校では、直近の委員会で出され

た答申や参考資料などを紹介することで、少しでも開示事務に興味を持って
もらったり開示事務の理解が深まったりすることを期待しています。

かも太郎さん、カモミールさん、こんにちは。今年度もよろしくお願いします。

答申infOは、情報公開・個人情報保護審査委員会の答申成立後に、速報として
答申Naviと一緒に］ネットボータルに掲載されます。
では早速、 5月の答申を見てみましよう。令和5年度（情）答申第1号では、

開示申出文書の特定が論点とされました。この答申では、 「受領書」という言

葉が判決文の中にある裁判の判決日の警備又は清掃の日報の開示が求められた

力干ミーノレ

のに対し「 示申出に係る文書である特定日付の警備又は清掃の
ー

するためには は日報以外の百 盾ｊ二」に記載さ か

ド容では 子政文書は ｣.と認ろない示を勇
ー

L一1つ－
ー

ロ

定し、 「判決文において用いられた特定の文言によって対象となる警備又は清

掃の日報を特定することはできない」と判断しています。

他の文書などに記載された情報を元に探索などを行わなければ開示申出文書を
特定することができない場合は、当該申出が不特定であることを示唆していま
すね。申出内容の整理の際に参考にしてください。
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最高裁判所事務総局秘書課文書開示第一係 発行日令和5年7月4日【機密性2】
－

令測5年6月23日成立答申
’
答申番号
(令和5年度）

事案 論 点

(情)答申第2号 童瀧壽鑿垂欝鐸凝髻濡蕊鰐嚇し"弁護士会 文書の存否

文書の特定

不開示情報該
当性(法5①）

判決言渡しがあった特定の事件につき､部外の者から寄せられた批判等を
記録した司法行政文書の一部不開示の判断

(情)答申第3号

文書の存否

開示対象外
(情)答申第4号 家事審判事件確定証明書の作成交付要領等の不開示判断(不存在）

公開わかるかも学校⑫ ～司法行政文書開示手続
の手引改訂の巻～、

|’
かも吉

四くん！司法行政文書開示手続の手引が改訂されたらしし
I

かも吉くん、こんにちは。僕も見たよ！6月9日付けで改訂されている

ね。 」・NETポータル規則集等データベースⅡに掲載されているものを
全て見るのは大変だよね。おしどり先生にポイントを聞いてみよう。

’かも吉くん、かも太郎くん、よく見ていますね。今回の改訂は、令和4年7月

に実施された改正後の要綱に基づく事務の実績を踏まえたものです。いくつか
のポイントを説明しますので、ぜひ参考にしてください。
・電子メールの保管状態と組織共用性の関係などについて整理されました。

（総論3p)
・開示通知書等に記載する文書の種別に関して、電磁的記録として保有してい

る文書であってもシステム等で予定されている通常の操作では電磁的記録の

まま出力できない仕様となっている場合、種別を「紙」として、実施手数料

も紙での計算とすることが示されました。 （総論33，34p、わかるかも
学校⑰も参照）
・従前使用していた電話番号等について、法5条6号の事務支障情報に該当す

ることが示されました。 （各論2p)
・事件処理システム内で保有している開廷表について、原則として司法行政文

書に該当しないと整理されました。 （各論42p，わかるかも学校⑬も参
照）
この機会にぜひ、改めて確認してみてくださいね。

2p

かも太郎
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】最高裁判所事務総局秘書課文書開示第

答申infOvol｡4S
令和5年フ月19日成立 啼

1 －」

答申番号

(令和5年度）
論点事案

－

司法行政文書該当性(情）答申第5号 「22部の歩き方」と題する小雑誌の不開示判断（開示対象外）

判例集等に掲載される裁判に関係する取扱いが記載されている文書の開示判断
文書の特定（情）答申第6号 （文書の特定）

判例集等に掲載される裁判に関係する取扱いが記載されている文書の不開示判断
、 （情）答申第7号 （文書の特定）

文書の特定

（傭)篝車第8書 割翌義驍季される裁判に関係する取扱いが綱されている文書の不開示判断 文書の特定

竜可

昇

－弓－弓

情報公開わかるかも学校⑬情報公開わかるかも学校⑬ で取り上げた答申の巻～で取り上げた答申の巻～～今ま～今ま
ヨヨ

しどり先生しどり先生

］］
11

皆さん、夏休みの間に今までの振り返りをしましょう1

最近取り上げてきた答申で、印象に残っているものを挙げてみてください。

戸戸

僕は、インターネットでアクセスしたウェブサイトのアクセス履歴が開示対象となった令和
3年度（情）答申第49号が気になりました。
インターネットの閲覧履歴は、 「ウェブブラウザの機能によって自動的に作成、保存及び消
去されるもの」であり、その「機能によって自動保存されるにとどまる限りにおいては、裁
判所の職員が組熾的に用いるものとして、裁判所が保有しているとは認められず、開示手続
の対象となる司法行政文書に該当するとはいえない」と判断しました。今後はMicroso仕365
の利用などによって、様々な方法で文書が管理されることになるので、参考になると思いま
した。

僕は、インターネットでアクセスしたウェブサイトのアクセス履歴が開示対象となった令和
3年度（情）答申第49号が気になりました。
インターネットの閲覧履歴は、 「ウェブブラウザの機能によって自動的に作成、保存及び消
去されるもの」であり、その「機能によって自動保存されるにとどまる限りにおいては、裁
判所の職員が組熾的に用いるものとして、裁判所が保有しているとは認められず、開示手続
の対象となる司法行政文書に該当するとはいえない」と判断しました。今後はMicroso仕365
の利用などによって、様々な方法で文書が管理されることになるので、参考になると思いま
した。

かも太郎かも太郎

II

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

ノ「「
私は、令和3年度（個）答申第4号が気になりました。

原判断において不開示理由を「開示することにより事務の適正な遡ﾃに支障を及ぼすおそれの
ある情報（内線番号等） 」と記載したことにつき、 「内線番号のみを記載するのではなく、
『（内線番号、対応方針や対応手順及びその検討等）』などと可能な限り具体的に記載するの
が相当であった」と判断しています。不開示理由の提示は、開示申出人が苦情申出を行う際に
その便宜を図るものですから、一般人であれば当該理由を明確に認識できるように、不開示と
した趣旨を損なわない程度に「可能な限り具体的に記載しているか」という点に留意したいと
思います！

11

１
１

カモミールカモミール

7

ほど！みんなよく勉強しているね。答申も判断する時期によって内容はど

ん変化するし、僕もしっかり勉強します1
ほど！みんなよく勉強しているね。答申も判断する時期によって内容はど

ん変化するし、僕もしっかり勉強します1
圭
弓
圭
弓かもかも 11
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答申infOvol｡44
令和5年8月30日成立

［

則

＝

つ
巴■

伶和s年度） ｜
答申番号答申番号

(令和5年度）
事案 論点

１
１

１
１

以前は公開していたファクス番号を明らかにしなくなったことを示す文
書の不開示判断（不存在）

文書の存否(最情）答申第2号

n

I

不開示情報該当性
（法5①）

特定の地方公共団体の障害者職員一覧と同等の内容が分かる障害者職員
一覧の一部不開示の判断

(情）答申第9号

－

不開示情報該当性
（法5②イ）

特定年度発注分の特定の封筒の数量、単価及び封筒に印刷されている文
字等の内容が分かる文書の一部不開示の判断

(情）答申第10号

特定年度発注分の特定の封筒の数量、単価及び封筒に印刷されている文
字等の内容が分かる文書の－部不開示

不開示情報該当性
（法5②イ）(情）答申第11号

－

存否応割巨否の当
否、開示対象外

特定の裁判官の訴追請求等及び特定の裁判所書記官についての除斥等に
関する文書の不開示判断（存否応答拒否、開示対象外）

(情）答申第12号

情報公開わかるかも学校⑭ ～表の空欄部分はマスキ
ング不要？？の巻～

P

ー

マスキング処理って気を使うなあ｡空欄･ ･って､開示していいのかな？？

とくに情報も載っていないのだから､いいような気もするけど･ ・

兀苧 、

かも太郎今回の答申案のうち、令和5年度（情)答申第9号を見てみましょう。今回の答
｜ 害者名簿一覧の欄全体を不開示とした原判断について、以下のように述べていま

「． ．仮に各欄に空欄部分があった場合に、同部分を開示すると、文書の体裁から
人数が推測されるおそれがあるものと認められる。 ・ ・ ・したがって、仮に各欄
があった場合に、同部分を開示することは、特定の個人を識別することはできな
することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報を開示すること

え、法5条1号後段の不開示情報を開示することとなる。以上によれば、本件対

ち、各棡の全体を不開示とした判断に不合理な点はない。 」 ‘
上記の答申のポイントは、空欄であること自体から、他の情報が分かってしまう
空欄であっても不開示となる場合があるということですね。皆さんも気を付けて

かも吉

確かに、空欄を開示することでマスキング部分に関する情報が
推測できてしまうこともありますよね！改めて注意します！

’ざ

’
『

[ 』



最高裁判所事務緯局秘層課文■開示第一係 令和5年10月17日【

へ△〆 とうしん君
一一一 毎＝三●

》

▲●

「
一

－－

事案答申番号

(令和5年度）

特定のシステム内で保有されている特定の期間に特定の法律を適用
し、かつ控訴審判決が存在する事件の第一審判決左宣告した裁判所
名、事件番号及び判決日が記載された文書の一部不開示の判断に関
する件

可 .－.』[ ＝＝ 二＝ 一
一 (最情）答申

第3号
不開示情報該当
性（法5①）

噌幡艶肌澗踊

に縄??鰭一
情報公開わかるかも学校⑮ 特定の司法行政文書開示請求書に添付されていた特定の地裁の特定

年月日付け決定の一部不開示の判断に関する件
(最情）答申
第4号

不開示情報該当
性（法5①）

今回の答申で、事件番号が個人識別情報に該当するとの内容の答
申が出たね！おしどり先生、ポイントを教えて！

特定の裁判官が特定の事件の特定年月日の決定に関与することが出
来ることを証する裁判所法第40条による畷高裁判所の指名した
者の名簿」の該当部分等の一部不開示等の判断に関する件

(最情）答申
第5号

文書の存否、

特定期の司法修習生の実務修習の特定の期間において刑事裁判修習

だった者の特定年月日を含む修習日誌の不開示判断に関する件
文書の存否
不開示情報該当
性（法5①⑥）

(最情）答申
第6号

今回の成立した
今

5年度（最情）答申第3号において、

「事件番号によって特定される事件の訴訟記録を閲覧す
ることで、一般に、各訴訟記録に記裁された対象事件の
被告人の氏名や住所等を知ることが可能となり、特定の
個人を識別することができることとなる。 」とし、 「事

おしどり先生 旧姓使用を認められている裁判官の人事情報が官報の「人事異動」

欄に掲載される場合、裁判官の氏として戸籍姓と旧姓のどちらが表

示されているかが分かる文書の不開示判断（不存在）に関する件

(最情）答申
第7号

文書の存否
件番号は、他の情報と照合することにより、特定の個人
を識別することができることとなる情報であるというこ
とができ、法5条1号前段の個人諸賜り情報に相当す
る。」と述べ、本件の事件番号は個人識別情報であると

特定の裁判手続の意思決定に至る過程、並びにその正当性を
合理的、客観的に跡付け、検証することができる文書の不開
示判断（開示対象外）に関する件

(情）答申
第13号

司法行政文書
該当性

三船蝋
■

家事事件に関する決定等を事件関係者に送付する際に、どの
ような場合に普遁垂1便を使用するかについての定め又は指示
等が記載された文書の不開示判断（不存在）に関する件

(情）答申
第14号

文書の存否（単体で）個人識別情報に当たる場合
とですね。

四一ル 特定事件の関係者が行った開示請求に関連して送信又は受信

したメールの不開示判断(不特定)に関する件

司法行政文書の開示申出にかかる延長通知の決裁に関する文
書の不開示判断（不存在）に関する件

特定事件の関係者が行った開示請求に関連して送信又は受信

したメールの不開示判断(不特定)に関する件したメールの不開示判断(不特定)に関する件

司法行政文書の開示申出にかかる延長通知の決裁に関する文
書の不開示判断（不存在）に関する件

(情）答申
第15号第15号

＝

文書の特定の

(情）答申
第16号

(情）答申
第16号

文書の存否文書の存否
かも吉

全全ｰ

L ’’
Microsoft365の導入に合わせて、今回からスタイルを横にしてみたよ。Microsoft365の導入に合わせて、今回からスタイルを横にしてみたよ。
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存否応答拒否
の当否

特定職員に関する通勤届及び同人に支払った通勤費が分かる文書等

の不開示判断（存否応雪巨否）に関する件

(最情)答申
第8号

令和5年10月25日成立答申速報〆
特定期間に特定の裁判所の各裁判官に通勤手当が支給された事実が

分かる一切の文書等の不開示判断（存否応答拒否）に関する件

存否応答拒委
の当否

(最情)答申
第9号～開廷表について確認

しようの巻～
閣騨ム＝＝

不開示情報該当性
（法5①⑤）

司法行政文書開示申出等に対する判断に至る経緯等が分かる文書の

一部不開示の判断に関する件

(情)答申
第17号

■■■■■■■■■■■■■■■■

鋤
d

おしどり先生

牌

すっかり秋めいてきましたね。皆さん、今回は開廷表について触
れられた答申を一緒に確認しましょう。

特定期間に同庁で作成された開廷表（民事に限る）のうち、特定の

弁護士が訴訟代理人となっている事件の記載がされた文書の不開示

判断（不存在）に関する件

(情)答申
第18号

文書の存否
は、 「裁判所においては、庁舎5年度（情）答申第18号で

入口や法廷前において掲示されるために作成される文書をもって

開廷表として開示対象とする扱いであるとしているものと認めら
れるが、このような扱いが不合理であるとはいえない。」として

原判断は妥当であるとしました。

特定期の司淘彦習生の実務修習の特定の期間において刑事裁判修習

だった者の特定年月日を含む修習日誌の不開示判断（不存在）に関

する件

(情)答申
第19号

文書の存否

特定年月日頃に作成された幹部連絡会の報告資料及び東京地裁職員 文書の存否
の過誤事例を取りまとめた文書の不開示判断（不存在）に関する件

(情)答申
第20号

開示対象となる開廷表は、裁判の当日に掲示されている文
書そのものだということですね。改めて確認しました。

判例集等に掲載される裁判に関係する取扱いが記載されている文書 文書の特定
の不開示判断に関する件

(情)答申
第21号（ P

カモミール

僕も確認しました！

判例集等に掲載される裁判に関係する取扱いが記載されている文書 文書の特定
の不開示判断に関する件

(情)答申
第22号

おしどり先生のコメントにある答申番号をクリックすると答
申が開くよ！右側の緑リボンをクリックすると裁判所ウェブ
サイトにリンクしているから、試してみてね！

判例集等に掲載される裁判に関係する取扱いが記載されている文書 文書の特定

の開示判断に関する件 ．

(情)答申
第23号

一十
一

答申が掲載されたウェブサイトはこちら◎
■■■
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令和5年11月21日成立答申速報 ’’

鞭 ～開示申出人の

個人情報の巻～
不開示情報該当性
（法5①）
文書の存否
司法行政文書該当性

(最間答申
第10号

特定事件の特定の郵便物の受理等を記録した帳簿等の－部不開示

の判断に関する件
唾･盆

かも太郎くん、今日は文書開示手続における個人情報の取扱
いについて、おさらいをしましょう。開示対象文書に開示申
出人本人の個人情報が記載されている場合、どうするんでし
たつけ？

(情）答申
第24号

特定の職員に支払った通勤費力癖る文書等の不開示判断（存否応存否応答拒否の当否
答拒否）に関する件

戯、
1 ． ． ． ． ： ． ・

・かも太郎
●

〆三宝軍とおり

｛

カモミール

開示申出人の個人情報は情報公開法5条1号の個人識別情報に

当たるから、不開示になるカモ。 (情）答申
第25号

特定の通達に基づき定められた標準文書保存期間基準（保存期間

表）に記載されている部分の不開示判断（不存在）に関する件
文書の存否

〉
ですね！今回の答申

（情報公開法）は、個人に

にも、

「法（情報公開法）は、個人に関する情報について、法5条1号ただし書
イから八までに該当するもの以外は、開示申出人が当該個人本人であるか
否かにかかわらず、一律に不開示とすることとしているものと解されるか
ら、仮に当該部分に苦情申出人の氏名や苦情申出人に係る情報が記載され
ていたとしても、開示することは相当ではない。」とあります。

特定の弁護士及び特定の裁判官が関わった裁判部に関する司法行

政文書等の不開示判断(不特定)に関する件

可

おしどり先生

(情）答申
第26号

文書の特定

量刑不当で破棄自判した裁判例の記録の不開示判断（開示対象

外）に関する件

(情）答申

第27号
ができる保有個§る保有個開示申 人情報の開示手 司法行政文書該当性

一一ノ

（
一

特定年月に作成及び取得し保有する文書のファイル管理簿の不開

示判断（特定不能）に関する件

(情）答申

第28号
かも吉おしどり先生のコメントにある答申番号をクリックすると答申が開く

よ！右側の黄色リボンをクリックすると裁判所ウェブサイトにリンク
しているから、試してみてね！

文書の特定
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